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に参画することが求められる。

本書が新しい学問領域の創成という挑戦的

な試みであることを鑑みれば、当然、著者一

人がこれに取り組まなければならないのでは

ない。今後、関心ある多くの研究者・実践家

間の学術的対話を通じて教育政治学が発展・

成熟していくための重要な出発点として、本

書の知見を共有していきたい。

（勁草書房刊 2016年 8月発行本体価格

2,900円）
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永井優美著

『近代日本保育者養成史の研究ーーキリスト

教系保婦養成機関を中心に一』

釜田 史（愛知教育大学）

近年、幼児教育史研究の進展が著しい。か

つて湯川嘉津美は「幼児教育史の研究は低調

である……そこには幼児教育史研究の本格的

な取り組みが一九六0年代頃からと遅く、研

究の蓄積が不十分であることや、史料の発掘、

収集、整理という基礎的な作業が遅れている

という問題もあろうが、さらに、教育学研究

者の幼児教育への関心の低さや幼児教育関係

者の歴史的研究の軽視といった事情も指摘で

きるのではなかろうか」と指摘した（「幼児

教育史研究の課題と展望」日本教育史研究会

編『日本教育史研究』第 13号、1994年、99頁）。

それに比して、 2000年代以降の代表的な研

究成果として湯川嘉津美『日本幼稚園成立史

の研究』（風間書房、2001年）、永井理恵子『近

代日本幼稚園建築史研究」（学文社、2005年）、

小山みずえ『近代日本幼稚園教育実践史の研

究』（学術出版会、 2012年）、『戦後保育 50

年史』（全5巻、日本図書センター、 2014年）、

日本保育学会編『保育学講座』（全5巻、東

京大学出版会、 2016年）等があり、近代日

本における幼児教育の全体像が次第に明らか

にされつつあるといえよう。

しかし保育者養成史研究に限定すれば、依

然として「制度史中心の研究方法によってマ

クロな視点から保姐養成が捉えられ」、とり

わけ「官立の東京女子師範学校を中心とした

保娠養成が着目され、その研究によって近代

日本の保姐養成が描かれてきた」のであり、

制度上も研究対象としてもキリスト教系保姐

養成機関に関する研究は「傍流」と位置づけ

られてきた (1-2頁）。本書は、こうした

保育者養成史研究の課題を克服するために、
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「官立の養成機関と並んで日本の保育界を支

えてきたキリスト教系保栂養成機関における

保栂養成の実態と特質を明らかにすること」

を目的とし、各保姐養成機関所蔵史料に加え、

卒業生の回想や卒業論文等の分析を加えるこ

とにより、「養成制度だけではなく、養成カ

リキュラムとそのカリキュラムを支える保栂

像や保姐養成観、学生の獲得した力量など」

(2頁）を総体的に検証することを課題にし

た学術書である。

第2節 保姐師範科における初期の保姐

養成

第3節 保育改革と保栂養成の展開

第4節 M.M. クックの保栂像と保栂養

成観

第5章 日本幼稚園連盟 (JKU)の保栂養

成に果たした役割

第 1節 JKUの結成と保娠養成への取

り組み

第2節 国際幼稚園連盟 (IKU) との連

携とその影響

本書は、著者が東京学芸大学に提出した学 結章

位請求論文「近代日本キリスト教系保栂養成

史—アメリカ式保拇養成の導入と展開一

一」に加筆修正をし、刊行されたものである。

本書の構成は次のとおりである。

序章

第 1章 近代日本における保拇養成の概況

第 1節 全国的な保姐養成の傾向

第2節 キリスト教系保栂養成機関にお

ける保姐養成の傾向

第2章 桜井女学校幼稚保育科における保

栂養成の特質

第1節 桜井女学校における保拇養成の

性格

第2節 幼稚保育科における保姐養成の

実態

第3節 卒業生の教育活動と保栂養成の

成果

第3章 頌栄保栂伝習所における保栂養成

の特質

第 1節頌栄保栂伝習所の沿革

第2節 頌栄保姐伝習所における保姐養

成の実態

第3節 AL. ハウの保姐像と保姐養成観

第4節 卒業研究に見る保姐養成の成果

第4章 広島女学校保姐師範科における保

栂養成の特質

第 1節 広島女学校保栂師範科の沿革
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第 1章では、本書が研究対象とする明治・

大正期の日本における保姐養成システムの全

体像について整理されている。近代日本の保

拇養成システムは、官立の東京女子師範学校

（後の東京女子高等師範学校）とキリスト教

系保姐養成機関の二つに大別され、「保姐養

成機関は官公立3校以外、全て私立の各種学

校として存在」し「戦前は政府の積極的な保

栂養成政策はなく」、「実質的にはキリスト教

系保娠養成機関が日本の保栂養成を主導して

いた」という (37頁）。本章をベーストして、

第2章は桜井女学校幼稚保育科、第3章は頌

栄保姐伝習所、第4章は広島女学校保姐師範

科、第 5章は日本幼稚園連盟が取り上げられ、

第3章から第5章は各養成校の沿革、創設者

等の保姐観や保姐養成観、卒業者等の保育実

践の分析がなされている。

第2章では、 1884(明治 17)年にキリス

ト教系保姐養成機関として初めて創設された

桜井女学校幼稚保育科について、保栂養成シ

ステムやカリキュラム等が考察されている。

桜井女学校附属幼稚園が創設された当初は、

東京女子師範学校附属幼稚園をモデルとした

幼稚園教育が実施されていたが、 1884(明治

17)年にアメリカから E.P.ミリケンを招聘

したことを契機として、主に唱歌を中心とす
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る保育実践改革が進められ、アメリカ型の保

育実践へと変化した。同校幼稚保育科につい

ては、「通常は 1年で全課程を修了するシス

テム」になっており、「理論」と「実地」に

よる「フレーベル主義幼稚園教育を明確に打

ち出した養成課程であった」 (67-68頁）。

その養成内容を知る手掛かりとして、卒業生

（亀山貞子の卒業論文、湯浅はつによる榎坂

幼稚園における保育実践、吉田銭による英和

幼稚園および室町幼稚園における保育実践

等）が分析されており、「卒業生は各地のキ

リスト教保育の草分け」的な存在であったこ

と、「宣教師や英語文献を通して幼児教育情

報を取得し、アメリカ式の保育実践を生み出

していった」 (111頁）ことが明らかにされ

ている。

第 3章では、 1889(明治 22)年に AL.ハ

ウによって設立された頌栄保栂伝習所におけ

る保栂養成システムやカリキュラム、その母

体となったハウの保育観や保栂観等が考察さ

れている。ハウは 1887(明治20)年に来日し、

1889 (明治 22)年には頌栄保栂伝習所と幼

稚園の設置、 1893(明治 26)年には半年程

度の保姐養成機関が多い中で普通科(2年制）

の上にさらに高等科 (2年制）の設置等に関

与した。頌栄保栂伝習所における保拇養成の

特徴は、フレーベルの二大主著である『人間

の教育』「母の歌と愛撫の歌」の教授を養成

カリキュラムの中核に据え、幼稚園と連動す

ることで「書物の上の知識としてではなく、

幼稚圏教育に応用する力量を獲得」 (136頁）

させたことであり、「幼稚園自体の教育的価

値が認められず、保姐も子守りと見なされて

いた」当時において「効率のよい速成養成で

単に役に立つ保栂を養成するのではなく、『幼

稚園学の理論』と「その実際』に加え、広く

教育学全般の知識を有した人格者である保栂

を養成」 (165頁）することが目指されていた。

第 4章では、 1895(明治 28)年に設置さ
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れた広島女学校保娠養成科 (1908く明治

41 >年からは保娠師範科）および 1919(大

正8)年以降のランバス女学院保育専修部に

おける保栂養成システムやカリキュラム、そ

れらを主導した M.M.クックの保栂観等につ

いて考察されている。 1901(明治 34)年に

来日した F.C.マコーレーにより、広島女学

校保姐養成科は見習制に近かったものから組

織的な養成へと発展し、それは後任の

M.M. クックに引き継がれた。広島女学校保

栂師範科における保栂養成の特徴は、長期に

わたる養成期間、幼稚園教育原理と実践を意

識したカリキュラム、 1891(明治 24)年に

設置された附属小学校との連続性を意識した

養成カリキュラムと保育実践、広島高等師範

学校教授による特別講義等があげられる。そ

れらを主導したクックは「子守り程度の保姐

を想定していたのではなく、社会に貢献する

専門職としての保姐を養成する」ことを目指

し、保栂に対して「人格や目的意識、幅広い

教養、専門的知識などの総合的な力量」を求

め、とくに「思考力」「調査能力」「実験力」「観

察力」による研究的力量の獲得が重視されて

いた (277頁）。

第 5章では、日本幼稚園連盟 (JKU:Ja-

pan Kindergarten Union)の設立経緯や活動

内容、機関誌 (AnnualReport of the Japan 

Kindergarten Union)に掲載された収録記事、

国際幼稚園連盟 (IKU: International Kin-

dergarten Union) との連携等について考察

されている。日本幼稚園連盟は、 1906(明治

39)年に A.L.ハウが初代会長に選出され、

在日宣教師を中心として日本におけるキリス

ト教系幼稚園教育と保栂養成の統一を掲げて

スタートした。その機関誌の大半はキリスト

教系幼稚園と保栂養成校の活動報告記事によ

って占められており、前者については幼稚園

と家庭との連携を重視し家庭訪問と母親教育

が重視されていたこと、後者については幼児
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教育に関する知識や技術だけではなく人間性

や教職への熱意（品性、魅力、熱意、親切心、

真の母性の育成）、研究的志向を兼ね備えた

保栂の養成であった。これらの資質能力を育

成するために、日本幼稚園連盟は 1923(大

正 12)年に『聖書」を中心とする保拇養成

カリキュラムモデルを提示した。

以上が本書の要約である。紙幅の関係で、

評者の研究関心に引きつけて一点だけ指摘し

たい。本書によれば、近代日本の保姐養成は

官立の東京女子師範学校とキリスト教系保姐

養成機関の二つであり、幼稚園保姐検定につ

いては後者に付随する制度（無試験検定が適

用され、卒業と同時に幼稚園保栂免許が付与

される、例えば35頁）とされているが、そ

れは果たして妥当であろうか。幼稚園保姐検

定は、幼稚園保姐を供給する第三のルートで

あったのではないか。これに関連して、とく

に本書の中心的な課題である幼稚園教育の独

自性や保栂の専門性（例えば、「小学生を教

えることができれば誰でも保栂になれるとい

う認識」をどのように克服するのか、 350頁）

については、近年、佐野友恵がキリスト教系

保拇養成校であった平安女学院の事例を検証

しているように、本書で取り上げられた頌栄

保姐伝習所 (1908く明治 41>年と 1926く大

正 15>年に兵庫県より無試験検定認可： 130 

-132頁）、広島女学校保拇師範科 (1908< 
明治 41>年と 1917(大正 6)年に広島県よ

り無試験検定認可： 207頁、 250頁）は幼稚

園保姐と小学校教員免許状を同時に取得でき

た好個の事例であり、保姐養成カリキュラム

と幼稚園保姐検定あるいは小学校教員養成と

の比較から浮かび上がってくるものではない

だろうか。幼稚園保姐検定等との関連を視野

に入れつつ、戦前日本の保育者養成システム

の全体像が明らかになることを期待したい。

（風間書房刊 2016年 2月 発 行 本 体 価 格

10,500円）
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大畠菜穂子著

『戦後日本の教育委員会指揮監督権はどこ

にあったか』

湯田拓史（宮崎大学）

本書は、 2014年の地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（以降、「地教行法」と

略記）の改正前における教育委員会組織内部

の権限関係について、副題に挙げている「指

揮監督権」の所在を追求した、挑戦的な法制

度史研究である。章立ては、「序章教育委

員会の指揮監督権とは何か」「第 1章 合議

制執行機関における権限配分」「第 2章 教

育委員会の指揮監督権の成立」「第 3章 教

育委員会の指揮監督権の修正」「第4章 教

育委員会の事務執行形態と指揮監督権」「第

5章 教育委員会の指揮監督責任」「第6章

教育委員会の指揮監督権の実効性を確保する

手段」「終章 教育委員会の指揮監督権」に、

序章と終章を含んだ全8章の構成である。本

書は、 2014年の「地教行法」改正に至った

教育委員会制度批判、とくに権限と責任の所

在が不明確であるとの指摘に対して、既存の

教育委員会研究が「教育委員の人選論を中心

に論じる傾向があり、十分な議論を提供して

きたとはいいがたい」 (4頁）ものだったと

指摘する。教育委員会制度批判に応えうるた

めには、教育委員会と教育長の権限と責任の

問題を考えなければならないとする。そして

教育委員会に付与されている「執行権」「指

揮監督権」「任免権」の 3つの権限のうち、「指

揮監督権」を鍵概念として、「教育委員会は、

どのように教育長を指揮監督し、これによる

責任をいかに負うはずであったのか」を本書

の問題関心に設定したと述べている (5頁）。

この問題関心にしたがい本書では、次の 3つ

の検討課題を挙げている。第一に「なぜ教育

委員会には指揮監督権が付与されながら法文


